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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

三倉 穀倉の中で最も重要なもの 中国が起源

１常平倉

米価調節のための貯穀

２義倉

富裕者の義捐または課徴によって穀物を出させ、政
府がこれを管轄して便宜な重要なところへ貯穀をし、
入用のときに窮民に給与する。

３社倉

多数の者が任意にそれぞれ身分相応に出し合って各
居村に貯穀をし、自治的に処理する備荒貯蓄
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

江戸時代には、名称（社倉・義倉・備荒倉・
陰徳倉・恵民倉など）や方法（原資、貯穀拠
出の方法など）にいろいろなパターンがあり、
社倉と義倉の区別を明瞭に立てることは困難。

（本庄栄治郎『史的研究 天災と対策』大阪
毎日新聞社・東京日日新聞社、１９２４年）
（国立国会図書館デジタルコレクションで閲
覧）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

 広島藩の社倉
 享保１７年（１７３２）の大飢饉→広島藩主が備荒貯蓄
の方策を研究させた。→安芸郡海田市村（現、海田町）
の加藤友益が「社倉攷意」を著した。

 寛延２年（１７４９）安芸郡矢野・押込村に社倉誕生。
→宝暦５年（１７５５）の凶作、同６年春の飢饉時に社
倉穀を放出して救済し、一人の飢餓人も出さなかった。

 明和７年（１７７０）、広島藩は「社倉法意頭書」を発
布して設立を具体的に指示。→明和８年には６５カ村で
社倉設立。

 広島藩内の社倉は寛政９年（１７９７）には８１４カ村。
蓄積物は麦・米・銀・籾などいろいろ。

 明治４年（１８７１）広島藩領の社倉穀５万６５５９石、
社倉穀の一村平均の貯えは約６５石。種類は麦・籾が大
半。

 （『広島県史 近世２』１９８４年） 5



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

福山藩の社倉
天明６年（１７８６）、福山藩の貢租の収奪強
化と凶年により一揆が発生→天明８年、芦田郡
府中市で木綿屋久三郎が中心となって社倉設立
商人・職人層を中心にしてつくられた互助機関

寛政８年（１７９６）深津郡千田村庄屋荒木市
郎兵衛の発起で千田村の宝講が始められた。

文久２年（１８６２）福山藩は災害・飢饉対策
として社倉を設立（吉備津神社境内に社倉建
設）

（『広島県史 近世２』１９８４年）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

福山藩の義倉
文化元年（１８０４）創設。福山藩の石見銀山から
の借財３００貫目を義倉発起人が藩にかわって返済
し、その代償に藩が毎年債権者に支払っていた利子
分４５貫目を御下げ銀として１５年間発起人へ渡し
（４５×１５＝６７５貫目）、それを原資として貸
付・利殖することによって運営された。

御下げ銀・利廻し銀の積立により田地を購入し、そ
の加地子米を凶作・飢饉時の救米にあてるとともに、
活動・運営の資金とした。

学問等の文化的活動および庶民教化などを援助し、
藩士や旧家への援助費を毎年支出した。

（『広島県史 近世２』１９８４年）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

津山藩の義倉
天保の飢饉の経験→天保１５年（１８４４）義倉の
設置が決定

弘化２年（１８４５）以降、商人が義倉に貯蔵する
ための米切手を献納→献納した者へ褒美

城下町中心部の京町に土蔵建設
義倉は藩が主導して設置し、運営や資金提供は町人
に行わせた。

米切手は酒造家へ、現物の米は搗米屋へ貸し付ける。
酒造家・搗米屋への貸付によって生まれた利息米を
難渋者の救済に利用
（山本一夫「城下町津山における米切手と地域経済」
『論集きんせい』第４１号、２０２０年）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 倉敷村の村役人

倉敷代官

○○村

本百姓（高持）

水呑（無高）

○○村
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倉敷村

庄屋 年寄 百姓代



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 新禄と古禄

古禄

江戸時代の初めから倉敷村の運営
を担ったのは、古禄派と呼ばれた
旧家 多くの貸地・貸家を抱え、
問屋や醸造業を営む有力商人

小野家 水澤家 井上家 岡家
原田家等

新禄
新しく伸びてきた新興

商人

植田家 大橋家 大原
家 原家 小山家等
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 新禄と古禄

文政７年（１８２４）新禄派が、辞めた古禄が再び
村役人に任命されたことを馴れ合いとして江戸出訴

文政１０年、古禄派の村役人が全員辞任し、本百
姓の入札で決めることになった

文政１１年、入札が行われ、新禄派からも村役人
を選出

村政の主導権は次第に新禄派に移った

文久元年（１８６１）大橋家と大原家が同時に庄
屋に就任
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

倉敷義倉

明和６年（１７６９）（俵屋）岡雲臥と播磨屋（原
田）安右衛門の発起で発足した。

「義衆」が任意に拠出する「義麦」（実際は銀）を
元手に融資。利息で救済事業。幕末期に支出の増大
と貸付銀の回収不能により経営が困難になる。

林孚一の尽力により明治３年（１８７０）には続義
倉が結成された。続義倉は旧来の倉敷義倉を吸収し、
明治３１年に役割を終え解散した。

（立石智章「展示会記録 平成二十五年度資料展示
会 倉敷義倉とその人物」『倉敷の歴史』第２４号、
２０１４年））
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

 先行研究
 『倉敷義倉 福祉都市・あすへの指標』（倉敷義倉顕彰会、
１９６８年）

 永山卯三郎編著『倉敷市史』第三冊・第九冊（名著出版、１
９７３年）

 内池英樹「近世義倉組織の一考察ー倉敷義倉を事例としてー
（上）（下）」（『岡山地方史研究』第８０・８１号、１９
９６年）

 小野敏也「倉敷村の「続義倉」について」（『倉敷の歴史』
第１１号、２００１年）

 『新修倉敷市史 第四巻近世（下）』（大森久雄氏執筆）
（倉敷市、２００３年）

 立石智章「展示会記録 平成二十五年度資料展示会 倉敷義
倉とその人物」（『倉敷の歴史』第２４号、２０１４年）

 山本太郎「史料群紹介 倉敷市指定重要文化財倉敷義倉文
書」（『倉敷の歴史』第２６号、２０１６年）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

倉敷義倉文書
 「義倉の書類は発起人にして世話人たる岡氏の家に伝えら
れ、明治の初年同家断絶の後は今の阿智神社祀官井上栄夫
氏の家に保管せられ、百余年間に亘る会計帳簿等非常に浩
瀚なる書類の殆んど完全に現存せるは誠に珍とすべし。」
（『倉敷市史 ６』１９６１年、倉敷市教育委員会）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

15

「倉敷義倉文書」は、平成２
４年１１月２０日に倉敷市指
定重要文化財に指定された。
（理由）
・制度成立から明治５年まで
の事業内容が記された歴史的
に大変貴重な資料。
・東日本大震災を契機に、地
域でつながり、互いに支え合
い、助け合うことの大切さが
見直されている折、倉敷義倉
に関する文書を末永く後世に
残し顕彰する意義。



Ⅰ倉敷義倉の発足と
岡雲臥 ２岡雲臥

岡雲臥（１７１３ー１７
７３）

岡延年（１７４０ー１８
１１）の「己亥之秋」安
永８年（１７７９）作の

遺像。

常に青羅衣を着け緇布冠
を着用していた。

（『倉敷市史 第三冊』
617頁）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ２岡雲臥
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倉敷市所蔵大森家
文書別１－６



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ２岡雲臥
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俵屋（岡
家）
又三郎

宝永７年（１７
１０）の「窪屋
郡倉敷村屋敷割
絵図」
古禄のうちの一
家である俵屋
（岡家）の敷地
は、現在の旧大
原家住宅の敷地
の一部に位置し
ていた。



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ２岡雲臥

倉敷村庄屋で播磨屋（原田）
安右衛門の実子でもある小野
季顕が宝暦１１年（１７６
１）に自邸で開いた詩会の記
録。講師として会を指導した
のが（俵屋）岡雲臥。参加者
には義倉発足時に義衆として
加わった岡鶴汀（銭屋惣左衛
門）もいた。義倉の発想も、
このような倉敷村の知識階層
によるサロン的雰囲気のなか
で育まれたものではないか。
（立石智章「展示会記録 平
成二十五年度資料展示会 倉
敷義倉とその人物」『倉敷の
歴史』第２４号）

19

倉敷市所蔵小野家文書154-1-2-2



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足

たとえば義麦
が５０石あり、
義衆の１０組
が５石ずつ借
り、１０分の
１の利息をつ
けて返せば、
１０年目には
元麦５００石、
利息３００石、
合計８００石
になる。（６
条）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足
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８００石

８０石

•５００石の元麦を
支出した義衆へ割
戻し

•７年で完済して６
０石余る

利息（１０％）

１１年目以降（当初の予定）



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足
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８００石

５石

•５箇寺へ寄進

３５石

•身寄りのない者・
困窮者を救済

利息（５％）

１８年目以降（当初の予定）



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足

凶年で麦の値段が高い年は時機を失わず借り
受けた義麦を早速返す。遅滞する者があれば
義衆一同が催促する。不埒な者は証文に載せ
ている質物を受け取って急遽義麦を買い備え
る。義衆中で済まないことがあれば官府へ訴
え裁判を受ける。義衆の親しみを顧みないこ
とは本意ではないが、衆民の困窮を救うこと
が義倉の主意なので、一人の困窮に替え難い
道理である。（１８条）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足

「義麦等録」

明和６年（１７６
９）には７４人の義
衆から５２石の義麦
が集まった。ほかに
合力麦（義麦を援助
する麦）が４石９斗。
野村代官が２石、約
外義衆（追加になっ
た人々）が６斗。

（『新修倉敷市史』
第１０巻１００号）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ３倉敷義倉の発足

「貯麦蔵仕用帳」

義麦を貯蔵する蔵の計
画書。当初構想したが、
実際にはこのような蔵
は建てられなかった。
麦で取り立て囲い置くと、
虫や鼠などで減石するので
麦１石値段を銀５０匁に決
め銀で取り立てた。

１箇年１割の利息では借り
受ける者が不勝手なので、
やむなく１年８％で貸し付
けた。

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書
１５－２－２「義倉銀勘定
書上扣帳」）
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義衆

●１０年目まで

義麦銀

全員出す

希望者へ貸付
（義衆のみ）

８％の利息を
つけて返済

●１１年目から

義衆 義麦銀
希望者へ貸付
（義衆のみ）

８％の利息
をつけて返
済

割戻し

義麦銀義衆

●割戻し完了後

８％（のち
５％）の利息
をつけて返済

希望者へ貸付
（義衆のみ）

救恤事業 困窮
者等

相互扶助 相互扶助

相互扶助

窮民救済



Ⅱ義倉の運営と義衆

 明和６年６月２７日 本栄寺で会合（倉敷市所蔵
倉敷義倉文書１－４「義麦毎年増減帳」）

 明和６年 義麦５２石＋合力麦４石９斗＝５６石
９斗、その代銀２，８４５匁から必要経費を差し
引いて２，７６４匁

＋野村代官の合力麦と約外義衆福島祥安の義麦２
石３斗の代銀１１５匁＝２，８７９匁

 義衆の借主（利息８％、証人あり、質物証文入）
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成羽屋与三右衛門 ９００匁

堺屋半十郎 ９００匁

新屋文平 ９５８匁

俵屋又五郎 １２１匁

（倉敷市所蔵倉敷義倉文
書２－１「義麦会計
帳」）



Ⅱ義倉の運営と義衆

 義倉発起の明和６年に地方一帯の大旱魃で凶年にな
り、明和７年春町内と新田村に飢人が多数出たため、
雲臥と安右衛門は、４月１０日～１４日まで義倉と
は別に１１０人から賑窮米２９石余を取り集めた。
１４人の勧進便宜（各町ごとに２人）を決めた。窮
民３８０人に４月１７日～５月１２日の間、１人１
日２合、延人数９千余人に夫食米を給した。４箇寺
と新田の世話人２人が支給を扱った。残米を売り
払った銀７４５匁６分２厘を義倉に入れ、８分の利
息で運用した。ところが明和７年も旱魃で、明和８
年春にも飢饉となり、庄屋孫太夫が立て替えて飢人
を救ったので、元利とも８０５匁余を庄屋に渡した。
（倉敷市所蔵倉敷義倉文書１－４「義麦毎年増減帳」、１
－７－１「庚寅賑窮米勧進帳」、『倉敷市史 第三冊』
1026頁） 30



Ⅱ義倉の運営と義衆
 明和７年６月１０日 誓願寺で会合（倉敷市所蔵倉敷義倉
文書１－４「義麦毎年増減帳」）

 明和７年 義麦５１石９斗＋合力麦１石１斗＝５３石、そ
の代銀２貫６５０匁から必要経費を差し引いて２貫５４１
匁７厘、それに前年に貸した成羽屋与三右衛門ら４人から
返された元利等を合わせて銀６貫４１７匁１厘

 義衆の借主（利息８％、証人あり、質物証文入）
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成羽屋与三右衛門 １貫目 新屋文平 １貫目

伊与屋徳右衛門 １貫目 堺屋半十郎 ９００目

有木屋四郎右衛門 ８５０匁 郡屋清兵衛 ８５０匁

俵屋又五郎 ８１７匁１厘

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－１「義麦会計帳」）



Ⅱ義倉の運営と義衆

 明和８年６月１０日 観龍寺で会合（倉敷市所蔵倉敷義倉
文書１－４「義麦毎年増減帳」）

 明和８年 義麦５０石１斗＋合力麦５斗＝５０石６斗、そ
の代銀２貫５３０匁、それに前年に貸した成羽屋与三右衛
門ら７人から返された元利等を合わせて銀９貫４６０匁３
分７厘、そこから必要経費等を差し引いて８貫５６５匁６
分

 義衆の借主（利息８％、証人あり、質物証文入）

32

堺屋半十郎 １貫目 新屋文平 １貫目

伊与屋徳右衛門 ２貫目 郡屋清兵衛 １貫目

有木屋四郎右衛門 ８５０匁 成羽屋与三右衛門 １貫２００目

貝屋忠左衛門 ５００目 俵屋又五郎 １貫１５匁６分

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－１「義麦会計帳」）



Ⅱ義倉の運営と義衆

33

当年の
義麦代
銀

当年の
合力麦
代銀

返された
元利

必要
経費

義衆の借主に年８％の利息で貸付

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－１「義麦会計帳」）



Ⅱ義倉の運営と義衆

34

修義会開催通知（倉敷市所蔵井上家文書9－10－3）
元治元年（１８６４）６月



Ⅱ義倉の運営と義衆

発起から１０年過ぎた安永７年（１７７８）
貯麦代銀が３６貫６４５匁余になったので、
当初の計画どおり義麦銀の拠出は安永７年で
止め、翌年から４年間、１年に約５０石ずつ
合計２００石（代銀約１０貫匁）を義衆へ割
り戻し、８％の利息による義麦銀の貸付は継
続した。
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Ⅱ義倉の運営と義衆

ところが天明３年・４年・６年は凶年であっ
たので割り戻しを中止し、当初の計画と違っ
て初年から１６年たたないうちに村内の困窮
人への夫食米代と平生に渡世が難儀な者（独
身の老人・小児・病者等）へ夫食代銀合計２
６貫６５０匁を支出した。困窮人へは平年で
もこれを継続した。天明８年（１７８８）の
時点で残高は２５貫６６０目余りになった。
その年に幕府から凶年の備えに夫食貯えを命
じられた。（倉敷市所蔵倉敷義倉文書１５
－２－２「義倉銀勘定書上扣帳」）

36



Ⅱ義倉の運営と義衆

天明８年（１７８８）、従来の古義衆（明和６
年の義倉条約に義衆として記された人々）から
４４人、約外義衆（条約後に追加された人々）
から１人に加え、新義衆２６人（帯江屋久平
治・浜田屋安右衛門・下津井屋吉左衛門・児島
屋与兵衛など）が新規に出麦を行ったことで
（倉敷市所蔵倉敷義倉文書１－３「出麦連名之
帳」）、麦６０石２斗（代銀３貫１０匁）を取
り集め、２８貫７７５匁余を１３人に貸し付け
た。寛政元年（１７８９）と同２年にも同様に
義麦銀を拠出した。（倉敷市所蔵倉敷義倉文書
２－３「天明八年戊申六月 義倉会計帳」）

37



Ⅱ義倉の運営と義衆

寛政３年（１７９１）６月、一同が立ち会って
勘定したところ、銀４１貫９８４匁８分になっ
た。発起のときに雲臥と安右衛門が考えたよう
に、銀４０貫目余（麦で８００石余）になった
ので、義麦銀の拠出を止め、銀４０貫目を貸し

付け、残銀１貫９８４匁８分を義衆の元銀の内
へ割戻しを開始した。（倉敷市所蔵倉敷義倉文
書１５－２－３「義倉銀御尋ニ付書上扣」）

発足から３２年目の寛政１２年（１８００）に
至り、割戻しを完了した。（倉敷市所蔵倉敷義
倉文書９－１「儀倉出銀割戻帳」） 38



Ⅱ義倉の運営と義衆

 寛政１２年に元麦の返済を完了し、銀約４０貫の資本
を形成した義倉は、翌享和元年（１８０１）から本格
的に救恤事業を始めた。

 例：文化７年（１８１０）の義倉会計帳（倉敷市所蔵
倉敷義倉文書２－５）から

 史料３ 文化１２年（１８１５）救恤事業の取り計ら
い方を協議

39

銀459.69匁 文化６年、町内の鰥寡孤独の者へ遣わし
た夫食米代銀

銀103.71匁 文化６年、町内に捨子があり、もらいう
けた者へ養育料として遣わした銀

銀250目 塩屋多十郎老母きんへ助力米代銀



Ⅱ義倉の運営と義衆

発足から５８年目の文政９年（１８２６）には、
帳面上では銀９５貫目余に達した。（倉敷市所
蔵倉敷義倉文書２－８「義倉会計帳」）が、こ
の少し前ころから貸金元利返済の停滞によって
経営が次第に困難になった。（内池英樹「近世
義倉組織の一考察（下）ー倉敷義倉を事例とし
てー」『岡山地方史研究８１』（岡山地方史研
究会、１９９６年）

庄屋七太夫は困窮のため文政３年に７貫２０目
を借用し、文政４年から代銀の返済が滞った。
（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－８「義倉会計
帳」）

40



Ⅱ義倉の運営と義衆 新禄古禄騒動の影

 文政１１年（１８２８）１０月、義衆の（内田屋）
五郎右衛門・（茜屋）惣平・（下津井屋）吉左衛門
は、倉敷代官役所へ嘆願。①庄屋七太夫が在役中に
借用した元銀６貫５００目を会計上計算せずにその
ままにした。②滞納している者は理由を明らかにせ
よ。③世話役の（俵屋）六左衛門を呼び出して条約
を厳重に守るよう命じてほしい。（『新修倉敷市史
第１０巻』１０１号）

 （茜屋）惣平が文政１３年５月、義倉世話人の頭取
である（俵屋）六左衛門が「柔弱で利欲に迷い正路
の取り計らいができない」として退任を古橋代官役
所へ嘆願。→惣平一人の申立で退任するわけにはい
かないと六左衛門が反論。（倉敷市所蔵井上家文書
９－１０－１）（史料４）

41



Ⅱ義倉の運営と義衆

当初の条約では、元麦を返済したら利息を
５％にする計画であったが、やはり８％の利
息を続けていた。当初の計画であった８００
石（銀４０貫目）より代銀が増加したので、
義衆が相談し、文政５年から利銀を１年５％
に利下げした。１箇年に１割ずつ払い入れさ
せ、５％の利銀は元銀へ入れ、１４年でおよ
そ元利銀皆済になる。（「新禄追訴につき古
禄返答書」『新修倉敷市史 第十巻』１０４
号）

42



Ⅱ義倉の運営と義衆

43

たとえば銀１
貫目の貸銀が
ある場合は表
２のような計
算になる。



Ⅱ義倉の運営と義衆

文政の末から天保の
初めにわたる数度の
凶荒に際して多額の
救恤を行った。

文政１２年（１８２
９）米穀が高騰し疱
瘡（天然痘）が流行
したため、困窮した
５０８人に銭１，０
６６貫文を助勢（援
助）した。

44

倉敷市所
蔵倉敷義
倉文書８
－３



Ⅱ義倉の運営と義衆

凶作になった天保４年（１８３３）１２月に
も村方会所において助勢銀１２貫２７匁を渡
した。（倉敷市所蔵倉敷義倉文書１－１
９ー１「村方於会所助成銀渡勘定帳」）。

天保５年の義倉勘定
収入７７貫５６３匁９分８厘

うち１７貫３９１匁３分４厘を困窮人救済等に
支出

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－８「義倉会計
帳」）
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Ⅱ義倉の運営と義衆

天保８年、倉敷村新川町に住む善平は、義倉
会所の門前に捨てられていた捨子を預けられ、
養育料として毎月七五銭３０匁を受け取って
きたが、天保１０年に金２両を渡され、以降
は毎月の養育料は受け取らなくなった。（史
料５）

七五銭：七五文の銭を糸でつないで1緡とし
たもの。75文を１匁とする。

46



Ⅱ義倉の運営と義衆 教諭入用への出費

47
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Ⅱ義倉の運営と義衆 教諭入用への出費

 心学教諭へ出費
 文化５年 銀５６６匁７分１厘
 文化１１年 銀２３７匁９厘
 文化１２年 銀２４５匁３分４厘
 （倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－５、２－６）

 天保５年（１８３４）倉敷陣屋内に教諭所
 本館 明倫館 儒学
 傍舎 自省舎 心学

 天保６年４月２日 水沢常太郎・植田武右衛門ら９人の有力者が
教諭所備金として銀２０貫７００目を醵金（『倉敷市史 第四
冊』p412）

 義倉から教諭所入用
 天保５年 銀６７２匁３分
 天保６年 銀３９０匁８厘
 天保７年 心学方銀６匁６分３厘
 （倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－８）

48



Ⅱ義倉の運営と義衆

49嘉永３年（１８５０）梅雨末期の集中豪雨で大洪水が発生

倉
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Ⅱ義倉の運営と義衆

嘉永４年の義倉勘定

（Ａ）収入銀４０貫４０３匁３分

うち夫食米代等に銀１０貫３０目４分８厘を支
出、その他の支出と併せて（Ｂ）銀１２貫９７
０目２分９厘２毛を支出（義倉の財産の４分の
１を救済に支出）

（Ａ）－（Ｂ）残銀２７貫４３３匁６厘８毛

嘉永３年の残銀３８貫１６２匁９分８厘に比べ
大幅減

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－９「義倉会計
帳」）
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Ⅱ義倉の運営と義衆 救恤への支出

多額の救恤関係支出をした年

51

Ａ収入
（匁）

Ｂ救恤関係支
出（匁）

Ｂ／Ａ 原因

天明４年 40,399.15 14,686.42 0.36 天明の飢饉

文政１２年 98,539.19 14,257.112 0.14 米穀高騰、疱瘡
流行

天保５年 77,563.98 17,391.34 0.22 天保の飢饉

嘉永４年 40,403.3 10,030.48 0.25 嘉永３年の洪水

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－２、２－８、２－９）



Ⅱ義倉の運営と義衆

その後再び漸増し、明治２年（１８６９）に
は銀６４貫余になったが、その多くは回収不
能で、在金は２１貫余に過ぎなかった。

銀６４貫７６匁６分６厘

銀１０貫４１３匁３厘 水澤伊左衛門（回収不能）

銀３０貫４０７匁３分 喜三郎（回収不能）

銀２貫目 丹右衛門（回収不能）

銀２１貫２５６匁３分３厘 新左衛門（在金）

52



Ⅱ義倉の運営と義衆
 明治３年（１８７０）からは金での勘定に切り替え
た。
 水澤伊左衛門 銀１０貫４１３匁３厘→金１２１両永２
８８文２分（金１両≒８５匁） 利息月１割を加えて金
１３５両永８４２文７分８厘

 喜三郎 銀３０貫４０７匁３分→金３５４両永１７５文
９分 利息年８朱を加えて金３８２両２分永９文９分７
厘

 丹右衛門 銀２貫目→金２３両永２９５文４分 利息年
１割を加えて金２５両２分永１２４文９分

 （在金）新右衛門 銀２１貫２５６匁３分３厘→金２４
７両永５８７文９分 利息月１割を加えて金２７７両永
２９８文４分５厘

 合計金８２１両永２７６文１分 夫食手当や必要経費９
０両余を差し引いて、金７３０両永４０２文２分２厘
（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－９「義倉会計帳」）
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Ⅲ続義倉の開設と林孚一 １続義倉とは

倉敷村の薬種商である林孚一は、義倉の経営
が困難になっていたため、嘉永２年（１８４
９）に続義倉を提案したが、賛成者が少なく
不成立になっていた。２０年後の明治２年
（１８６９）、義倉の修義会後に林孚一らが
続義倉結成のため周旋していたとき、７月に
四十瀬堤が破損し、２３カ村が水につかった。
田畑は残らず腐草となり、市中も浸水しな
かったのは本町のみで、ほかは一帯の海とな
るほどであった。十数日の間は皆このことに
奔走するのみであった。（『倉敷市史 第三
冊』p1042～1043）（倉地克直「明治二年
東高梁川洪水と地域社会」『倉敷の歴史』第
３０号）

54



Ⅲ続義倉の開設と林孚一 １続義倉とは

 昨年の違作もあり米価は日々高
騰した。村役人は大いに尽力し、
明治２年８月１３日から明治３
年４月２９日まで、観音院境内
に小屋を建て、村方から粥を焚
かせ、一人前１合３勺ばかりを
与えた。受けたものは６００人
ほど。明治３年は豊作で、人心
も落ち着いたので、修義会で林
孚一らが今度こそと続義倉を提
案し、周旋に努力した結果、つ
いに義衆７７人が調印して１０
月に続義倉が発足した。（『倉
敷市史 第三冊』p1037～
1044）

55

林孚一写真（明治10
年）（倉敷市所蔵林
家資料2-8-4-12）



Ⅲ続義倉の開設と林孚一 １続義倉とは

続義倉条約
明和年間に建てられた義倉が村中の窮民を救済して
いたが、「年暦ヲ経テ殆ド廃暦二幾キ」状態にあっ
たので、「古人ノ義ヲ相続致シ」条約を結んだうえ
は、毎年春秋両度出金する。義倉は麦で等級を立て、
銀を出したが、今度は金で８等級を定めた。金額の
多少で志の優劣を論じるべきではない。続義倉と称
する。

第１等 ３００両 第２等 ２５０両

第３等 ２００両 第４等 １５０両

第５等 １００両 第６等 ７５両

第７等 ５０両 第８等 ２５両
56



Ⅲ続義倉の開設と林孚一 １続義倉とは

毎年２月１日と８月１日に、等級金高の１０分
の１を、明治３年秋から明治８年春まで５カ年
に１０回出金する。

利息は当分１カ月１分（１％）とする。

明治８年春までの義金を、さらに明治１３年春
まで５カ年の間殖やし、１０カ年満期後、拠出
された義金を一時に返還する。

元金の返還が済まない内は非常の場合でも決し
て義金を分散させない。

義金返還後、貯蓄の利息金で救済活動を行う。
飢餓の者が村内にあるのは義衆の恥辱と心得る
べきである。
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Ⅲ続義倉の開設と林孚一 １続義倉とは

旧義倉に余金があれば、続義倉貯蓄と合併する。そ
うすれば旧義倉の余金はわずかでも続義倉とともに
余沢が永年に及ぶ。これが続義倉第一の主意である。

義衆の除名、途中加入、幹事、新旧両約平行

第一等 大橋平右衛門 水沢伊左衛門

植田孫太郎 大原壮平

第三等 大橋秀太郎 小山安右衛門

など義衆７７人 義金４，３７５両

幹事

林孚一・井上亮三・木村光太郎・黒瀬与三右衛門・植田甚
三郎・多田与右衛門・和栗純次・木山精一

（『倉敷市史 第三冊』p1037～1044） 58



Ⅲ続義倉の開設と林孚一 ２林孚一

 文化８年（１８１１）備
前国児島郡木目村の石井
伝蔵の三男として誕生。
窪屋郡倉敷村の薬種商林
源介の養子となり家業を
継ぐ。薬種業のかたわら
出版書籍業を兼業した。
尊王の志士、数多くの文
人や実業家との交流が
あった。明治３年（１８
７０）続義倉を設立。明
治１１年に初代窪屋郡長。
明治２５年死去。（『林
源十郞商店物語』吉備人
出版、２０２０年）

59

絹本著色林孚一像（明治
１７年）

（倉敷市所蔵林家資料
12-6）



Ⅲ続義倉の開設と林孚一 ３続義倉の運営

 明治３年閏１０月、地蔵院で７７人が金４３７両２
分を出金。続義倉が発足。そのうち義倉の印判新刻
代や集会費などを差し引いて残り４３１両永３１文
１歩のうち金４３０両を１カ月１歩（１％）の利息
で通商役所へ預けた。

 明治５年２月２日、旧義倉の資産６５６両永４４２
文３分２厘を引き継ぐ。うち有金は４５０両余（う
ち担保があるものは１９９両余。残りは信用貸し）、
２０５両余は不良債権。

 明治６年から円表示。１両→１円。
 明治８年３月に第１０回の払込を完了。規約ではさ
らに５箇年利殖される予定であったが、義衆のうち
疲弊している連中が多いため、明治８年９月に会議
のうえ元金は義衆に返金された。
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Ⅲ続義倉の開設と林孚一 ３続義倉の運営

救恤
明治６年３月決算から夫食代を計上
明治１０年９月、懲治監入監者への賄・入費
明治１１年９月～明治１２年９月、コレラ予防費立
替

（「明治三年庚午十月 義金会計帳」）
救助人数の例

明治１８年８月 ３３人
明治１９年８月 ３６人
明治２０年８月 ３３人
明治２１年９月 ３４人
明治２２年９月 ３２．５人
明治２３年９月 ４４．５人

（「明治三年庚午十月 義金出納帳」） 61



Ⅲ続義倉の開設と林孚一 ３続義倉の運営

拠金者は倉敷村に限定、貸付先も倉敷村内。
地域的で閉鎖された金融機関。

明治２４年 倉敷銀行設立 倉敷村は町制施
行。→地域的・閉鎖的金融機関の意義が失わ
れる時代に。

救恤は明治３０年まで記録されている。

（小野敏也「倉敷村の『続義倉』について」
『倉敷の歴史』第１１号、倉敷市、２００１
年）
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Ⅲ続義倉の開設と林孚一 ３続義倉の運営

 明治３０年５月１日から義衆評決の
うえ、資金欠乏のため救助を停止し
た。

 明治３１年１１月、最後の集会（１
３人）が誓願寺で開かれた。残金３
９８円７２銭５厘は倉敷銀行へ定期
預金。

 （「明治三年庚午十月 義金出納
帳」）

 明治３７年３月４日 元利合計５８
４円６５銭５厘 うち２１０円で鶴
形山に岡雲臥翁頌徳碑建設

 明治４１年１１月１７日 倉敷銀行
の定期預金残高４７８円５３銭。

 （「明治三年庚午十月 義金会計
帳」） 63

岡雲臥翁頌徳碑
平成２３年



おわりに

 義倉・続義倉は、さまざまな問題はあったが創立以来１２
９年にわたって窮民救済と相互扶助という目的を遂行。

 義倉は、その活動を通じて、義衆や寺院を中心として倉敷
村の人々がお互いに助け合い、つながりを強める機能を果
たした。

 事業の運営は常に目的以外の支出を禁じ、寺社の造営・勧
化への寄進、年貢等の立替え、官の徴発には応じない。

 毎回集会を開いてすべて衆議で決した。
 窮民救済は決まりを墨守することなく、状況に応じて柔軟
に対応。

 飢饉・洪水などの災害対応、地域の教化にも貢献した。 64

義倉の目的

窮民救済

相互扶助

相互扶助

資産形成

窮民救済


